
程
な
れ
ば
、
卜

す
る
に
故
国

に
抵

る
は
明
冬

に
在
ら
ず
、
定
め

て
後
春

に
在

ら
ん
。
爾
輩
、
競
競

と
し

て
家
国
も
て
忽

せ

に
す
る
莫
く
是
れ
図
り
、
乾
乾

と
し
て
修
貢

し
孤
を
体
し

て
謀
を
為

せ
。
■

ら
此

に
王
舅
毛
鳳
儀
を
差
遣

し

齎
回
し

て
特

に
報
ぜ

し
む
、
等

の
情
あ
り
。

此
れ
を
奉
ず
。

馬
良

弼
、
随

い
で
情
を
将

て
王
妃

・
王
弟

尚
宏
等

に
稟
請

し
、
遵

い
て
国

王

の
差
来

せ
る
王
舅
毛
鳳
儀
を
将

て
、
仍
お
議

し

て
旧
例

に
査
循

し
、
長
史

金
応
魁

等
の
官

を
添
差
す
。
仍

お
前

に
差
わ

せ
る
正
議
大
夫
鄭
俊
等

の
齎
せ

る
、
倭

乱
を
報

じ
貢
期
を
緩
ら
し
む
る
を
致

す
等

の
事

の
情
由
を
将

て
抄
粘

し
て
備
咨

し
、
遣
発
し

て
土
船

に
坐
駕
し
、

陸
続

と
し
て
硫
黄

四
千
斤
を
装

載

し
、
福
建
等
処
承
宣
布
政
使
司

に
前
赴

し

て
投
逓

せ
し
む
。
伏
し

て
施
行

を
乞
う
。
此

の
為

に
移
咨
す
。
須
ら
く
咨

に
至

る

べ
き
者
な
り
。

右
、
福
建
等
処
承
宣
布
政
使

司
に
咨

す

万
暦

三
十

八
年

(
一
六

一
〇
)
正
月
三
十

日

咨

注

(1
)
倭
乱
を
…
事
の
為
に
す
　
以
下
は

〔
一
八
-
〇
三
〕
の
引
用
。
注

(5
)

ま
で
。
語
注
は
同
項
を
参
照
さ
れ
た

い
。

(2
)
堅
　
堅
甲
の
略
。
よ
ろ
い
。

(3
)
剖
決
　

よ
し
あ
し
を
見
分
け
て
定
め
る
。

(4
)
部
　

〔
一
八
-
〇
三
〕
で
は
礼
部
。

(5
)
等

の
情
あ
り
　
注
(1
)
の
引
用
の
終

り
。

(6
)
原
奉
の
…
員
役
　

国
王
の
先
の
命
令

に
よ
り
派
遣
し
た
使
者

で
、鄭
俊

ら
を
さ
す
。

(7
)
天
運
の
災
数
　

天
運

・運
数
は
運
命
。
運
命
と
し
て
逃
れ
ら
れ
な

い
災

難
。

(8
)
苟
活
し
偸
生
す
　
節
を
屈
し
身
を
辱
め
、
死
ぬ
べ
き
時
に
死
な
ず
に
生

を
貪
る
こ
と
。

(9
)
高
き
を
慱

い
　
高
ぶ
ら
な
い
の
意
か
。

(10
)
杜
奪
　
杜
は
ふ
さ
ぐ
、
断

つ
。
裁
奪

(決
裁
す
る
)
に
同
じ
か
。

(11
)
匹
馬
行
李

の
帰
期
　

匹
馬
行
李
は
馬
と
旅
人
の
荷
物
。尚
寧
が
日
本
よ

り
帰
る
期
日
を
指
す
。

(12
)
爽
わ
ざ
る
を
必
す
　

必
は
保
証
す
る
。
確
実
を
期
す
る
な
ら
ば
、
と
の

意
。

(13
)
万
旅
跟
程
　

跟
は
く
び
す
、
従
う
。
旅
程

の
は
る
か
な
こ
と
。

(14
)
後
春
　
再
来
年
の
春
。

(15
)
競
競
　
兢
兢

に
同
じ
。

お
そ
れ
つ
つ
し
む
さ
ま
。

(16
)
乾
乾
　
怠
ら
ず
努
力
す
る
さ
ま
。

(17
)
毛
鳳
儀
…
添
差
す
　

〔
一
八
‐
〇
四
〕
注

(12
)
を
参
照
。

(18
)
抄
粘
　

書
き
写
し
て
貼
付
す
る
こ
と

(『吏
文
輯
覧
』
)
。
な
お
、
上
記

の

「鄭
俊
ら
の
齎
せ
る
…
情
由
」
は
注
(1
)
の

〔
一
八
‐
〇
三
〕
を
指

す
と
思
わ
れ
る
。

1-18-06

国

王
尚
寧
よ

り
布
政
司
あ
て
、
国
王

の
帰
国

を
報

じ
て
進
貢
す

る
咨

(
一
六

一
二
、

一
、
□
)

琉
球
国
中
山
王
尚

(寧
)
、
開
読
、
進
貢
、
謝
恩
等
の
事

の
為
に
す
。

万
暦
三
十
九
年

(
一
六

一
一
)
十
月
十
九
日
、
出
奔
し
て
帰
国
し
、
皇
帝

の
中
山
王
尚
寧
に
勅
諭
す
る
を
欽
奉
す
。
近
ご
ろ
該
福
建
撫
按
官
、
題
称
す



ら
く
、
差
来
の
王
舅
毛
鳳
儀
、
表
文
・方
物
を
齎
捧
し
て
称
す
る
に
、
王
国
、

倭
乱
に
遭
う
に
因
り
、
貢
期
を
緩
む
る
を
致
す
、
と
。
念
う
に
爾
、
喪
乱
の

秋
に
当
り
、
猶
お
貢
を
緩
む
る
の
懼
れ
を
切
に
す
る
が
ご
と
き
は
、
深
く
朕

の
懐
い
を
惻
ま
し
む
。
茲
に
特
に
勅
を
降
し
て
撫
慰
す
。
爾
、
国
に
還
る
の

日
、
務
め
て
当

に
流
散
せ
る
を
撫
安
し
、
疆
場
を
保
守
し
、
修
貢
す
る
こ
と

常
の
如
く
し
、
永
く
恭
順
を
堅
く
す
べ
く
ん
ば
、
朝
廷
の
遠
宇
を
恤
す
る
の

意
に
負
か
ざ
る
に
庶
か
ら
ん
。
其
れ
該
国
と
倭
国
と
の
前
後
の
事
情
は
、
爾
、

再
た
奏
報
を
行
わ
ば
以
て
憑
り
て
裁
処
せ
ん
。
故
に
爾
に
諭
し
て
知
ら
し
む
、

等
の
情
あ
り
。
此
れ
を
欽
み
、
欽
遵
す
。

先

に
案
照
す
る
に
拠
る
に
万
暦
三
十
九
年
五
月
内
、
差
わ
し
て
倭
乱
の
事

情
を
飛
報
せ
る
王
舅
毛
鳳
儀

・
長
史
金
応
魁
等
、
皇
帝

の
勅
諭
を
齎
捧
し
て

国
に
到
る
。
随

い
で
航
海
し
て
倭
に
入
り
て
称
す
る
に
拠
る
に
、
倭
乱
を
報

じ
、
事
竣
り
て
回
還
す
、
と
。
称
す
る
に
拠
る
に
、
紫
泥
封

の
内
、
未
だ
何

の
縁
由
を
作
す
や
を
知
ら
ず
、
未
だ
敢
え
て
開
啓
す
る
を
擅
便
せ
ず
、
等
の

情
あ
り
。
此
れ
に
拠
り
、
切
に
以
う
に
、
天
威
遠
く
播
け
ば
、
夷
酋
は
咸
惶

れ
て
胆
を
喪
い
、
帝
勅
頒
臨
す
れ
ば
、
倭
君
も
亦
た
悉
く
心
を
傾
く
。
帰
国

の
瓜
期
は
本
よ
り
吉
と
定
む
る
有
り
。
勅
諭
を
欽
奉
し
て
遂
に
礼
を
加
う
る

こ
と
隆
く
、
二
員
の
首
目
を
増
差
し
、
二
百
余
従
を
帯
領
し
て
二
船
に
坐
駕

し
、
護
送
し
て
帰
国
せ
し
む
、
等

の
情
あ
り
。
旧
年
十
月
十
九
日
藩
城
に
□

按
す
。
官
民

胥
く
□
□
を
慶
ぶ
。
遵

い
て
欽
奉
せ
る
勅
諭
を
将
て
開
読
す
る

に
、
欽
依
し
て
奉
行
せ
よ
、
と
あ
り
。
此
れ
を
欽
み
、
欽
遵
す
。
復
た
天
恩

も
て
畳
ね
て
哨
船
二
隻
を
賜
い
、
毛
鳳
儀
等
に
給
与
す
る
を
蒙
り
、
坐
駕
し

て
帰
国
す
れ
ば
、
恩
は
同
に
頂
戴
す
。

茲
に
疆
土
を
平
定
す
る
こ
と
故
の
如
く
に
し
て
、
士
民
の
維
新
す
る
に
当

り
、
例
と
し
て
当
に
進
貢
し
謝
恩
し
て
藩
職
を
供
修
す
べ
し
。
今
、
特
に
法

司
馬
良
弼

・
正
議
大
夫
鄭
俊
を
遣
わ
し
、
使
者

・
通
事
等
の
官
を
率
同
し
て
、

表
箋
を
齎
捧
し
、
船
隻
に
坐
駕
し
、
馬
四
匹

・
硫
黄

一
万
斤
を
装
載
せ
し
め

ん
と
す
る
も
、
船
隻
窄
き
に
因
り
重
載
に
堪
え
ざ
る
を
慮
り
、
内
、
先
ず
五

千
五
百
斤
は
、
三
十
九
年
十

一
月
内
に
在
り
て
差
遣
し
て
帰
国
の
事
を
急
報

せ
し
む
る
人
船

に
幇
載
し
、
前
来
し
て
投
逓
せ
し
む
。
請
う
、
正
貢
の
船
隻

の
省
に
到
る
を
候
ち
、

一
并
に
類
斉
し
て
万
暦
三
十
九
年

の
貢
額
を
進
奉
せ

し
め
ん
こ
と
を
。
仍
お
、
真
金
沙
魚
皮
■
真
金
結
束
黒
漆
鞘
腰
刀
二
把
・
真

銀
沙
魚
皮
■
真
銀
結
束
黒
漆
鞘
腰
刀
二
把

・
沙
魚
皮
■
鍍
金
銅
結
束
黒
漆
鞘

腰
刀
二
十
把

・
鍍
金
銅
結
束
黒
漆
鞘
紅
漆
柄
■
刀

一
十
把

・
鍍
金
銅
結
束
黒

漆
鞘
紅
漆
柄
鎗

一
十
把

・
扣
線
結
黒
角
甲
二
領

・
鉄
■

二
領

・
護
面
胸
掩
手

套
護
腿
全
六
幅

・
真
金
描
帷
■

一
対
も
て
前
来
し
謝
恩
す
。
方
今
倭
寇
甫
め

て
定
ま
る
も
、
国
困
し
み
民
貧
し
く
儀
物

斉
わ
ず
。
恤
憐
を
念
う
を
乞
う
。

前
に
万
暦
三
十
四
年
、
王
舅
毛
鳳
儀

・
正
議
大
夫
鄭
道
等
を
差
わ
し
前
来

し
て
万
暦
三
十
三
年

の
貢
額

の
硫
黄

一
万
斤
を
進
奉
せ
し
む
。
員
役

の
回
り

て
称
す
る
に
拠
る
に
、
経
に
庫
に
貯
う
る
を
蒙
る
も
、
未
だ
京
に
解
る
を
蒙

ら
ず
、
と
。
茲

に
倭
乱
の
平
定
す
る
に
当
り
、
進
貢
し
て
前
来
す
。
原
貯
う

る
硫
黄
は
、
伏
し
て
乞
う
、
今
年
の
硫
黄
と
類
同
し
て
煎
銷
し
、
声
説
明
白

に
し

一
併

に
解
進
せ
し
め
ん
こ
と
を
。
歳
貢
の
常
を
欠
失
す
る
毋
き
に
庶
か

ら
ん
。
仍
お
、
土
夏
布
二
百
匹
は
歴
と
し
て
絹
帛
二
十
五
匹
に
兌
う
。
此
の



三
十

三
年

の
夏
布
も
亦
た
未
だ
兌

回
を
蒙

ら
ず
し

て
見

に
庫

に
積
む
。
中
間

に
鼠
耗
し
朽
爛
す

る
の
有

り
や
無

し
や
、
積

む
こ
と
久
し
く
湿
灰
す
る
を
慮

恐

す
る
に
拠
り
、
今
、
続

い
て

一
百
匹
を
附

し
、
前
来
し

て
抵
補

す
。
耗

を

除

き
兌
額
は
此
れ
原
よ
り
歴
年

の
恩
典

に
係

わ
れ
ば
、
伏
し
て
乞
う
、
査
照

し
て
、
今
年

の
二
百
匹
も
て
四
百
匹

に
湊
成

し

一
併

に
絹
帛

に
兌
換

し
て
齎

回
せ
し
め
ん

こ
と
を
。
朝
廷

の
遠
宇
を
柔
す

る
の
意

、
外
夷

の
恩
典

に
沾
う

の
例
、
両

つ
な
が
ら
失

わ
れ
ざ

る
に
庶

か
ら

ん
。
此

の
為

に
、
理

と
し

て
合

に
貴
司

に
移
咨

し
て
知
会

す
べ
し
。
希
わ
く

は
咨
文

の
事
理

は
逐

一
査
照
し

て
帰
国
せ
し
む
る
を
伏
し

て
乞

い
、
倭
寇

平
定

の
情
由

は
伏

し
て
乞
う
、
題

奏
し
て
施
行

せ
ん
こ
と
を
。
此

の
為

に
移
咨

す
。
須

ら
く
咨

に
至

る
べ
き
者

な
り
。右

、
福
建
等
処
承
宣
布
政
使
司

に
咨

す

万
暦

四
十
年

(
一
六

一
二
)
正
月
　

日

咨

注

(1
)
勅
諭
　

〔〇

一
-
三
一
〕
。
引
用
は

「近
ご
ろ
」
か
ら
注

(2
)
ま
で
。

注
は
同
項
を
参
照
。

(2
)
等

の
情
あ
り
　
注

(1
)
の
引
用
の
終
り
。

(3
)
倭

に
入
り
　

明
か
ら
帰
国
し
た
毛
鳳
儀
ら
は
、
た
だ
ち
に
鹿
児
島
の
尚

寧

の
も
と
に
報
告
に
行

っ
た
。

(4
)
紫
泥
封
　
詔
勅

の
封
印
。
璽
書
が
紫
色

の
印
泥
を
用
い
て
封
じ
ら
れ
る

こ
と
に
由
来
す
る
。

(5
)
瓜
期
　

任
期
の
終
る
時
、
交
替

の
時
期
。

(6
)
三
十
九
年
…
人
船
　

こ
の
先
遣
の
船
は

『明
実
録
』
万
暦
四
十
年
七
月

己
亥
の
条
の
、
琉
球
国
王
の
帰
国
を
告
げ
た
使
者
栢
寿

・
陳
華
ら
か
。

(7
)
幇
載
　

幇
は
く
み
、
仲
間
。
く
み
わ
け
し
て
載
せ
る
こ
と
。

(8
)
扣
線
結
黒
角
甲
　
扣
は
結
び
目
。
扣
線
結
は
糸
縅
。
黒
角
は
不
詳
。

(9
)
全
六
幅
　

六
個
で

一
そ
ろ
い
(護
面

一
、
胸
掩

一
、
手
套

一
組
、
護
腿

一
組
)
が
二
組
、

の
意
。
幅
は
副

(対
)
に
同
じ
。

(10
)
湊
成
　

一
所
に
集
め
る
。

(11
)
正
月
　

日
　

こ
の
時
の
符
文

〔二
六
-
一
七
〕
は
正
月
二
十
六
日
付
で

あ
る
。

1-18-07

国
王
尚
寧
よ
り
布
政
司
あ
て
、
王
銀
詐
取
の
犯
人
を
逮
捕
し
て
銀
を
取

り
立
て
る
こ
と
を
求
め
る
咨

(
一
六

一
三
、
二
、

一
一
)

琉
球
国
中

山
王
尚

(寧
)
、
盗
贓

を
急
究
す

る
事

の
為

に
す
。

切

に
以
う

に
、
蛇

は
頭
由

り
し
て
酖
毒

し
、
盗

は
囮

に
憑
り

て
害

を

肆

に
す
。
該
国

は
歳

に
職
貢

に
循

い
、
遣

わ
す
に
定
員
有

り
。
財
副

の
設
は
、

本

よ
り
是

れ
銀
を
管
す
。
能

に
因
り
任
を
授
く

る
に
、
結
確
を
詢
ら
ざ
れ
ば

、

孰
く

ん
ぞ
敢
え

て
営
充
せ
ん
や
。
原
、
栢
寿
を
差
わ
し
、
銀
両
を
管
解

し

て
、

倭

の
燬
す

る
を
買

い
整
え
し
む
。
是

れ
百
十

の
数

に
非
ず
、
尚
お
千
余
に
足

る
。
身
家

の
係

わ
る
所
な
れ
ば
監
守
防
閑
し

て
夙
夜

懈
る

に
匪
ざ

る
は
、
理

と
し
て
必
然
た
る
所
な
る
も
、
勢

い
は
勉

む
る
を
待
た
ず
。
但

だ
機

の
■

す
る
を

知

る
も
、
囮
賂
せ
ら
れ
、
披
肝

を
愛
し

て
飾
偽
せ
ら
る
。
情

を
抒

ぶ
る
に
、


